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平素より、弊省行政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。 

 

令和５年３月２８日に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金（以下「重点交付

金」という。）の積み増し（７，０００億円）を含むコロナ物価予備費の使用が決定されました。 

 

 本決定に伴い、資源エネルギー庁から、各都道府県の財政担当課等宛てに、本交付金を活用

した特別高圧で受電する中小企業等電気料金支援やＬＰガス料金上昇抑制に関して、以下の文

書（別添参照）が発出されましたので、お知らせ致します。 

 

○「特別高圧で受電する中小企業等、商店街の街路灯、特別高圧で受電する工業用水道に対

する電気料金支援に向けた電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金活用のお

願い」 

○「地方創生臨時交付金のＬＰガス料金上昇抑制に向けた更なる活用のお願い」 

 

また、２０２３年度の再エネ賦課金について、昨今の市場価格の高騰により再エネ電気の販売

収入が増加するなどの結果として、今年度の１kWhあたり３.４５円と比べて２.０５円の低下となり

ます。したがって、例えば月４０万 kWhの使用量の中小企業の場合は、約８０万円/月（年間約１

０００万円）の値下げになります。これは、契約の類型や使用量を問わず、４月の電気使用分とし

て５月の請求分から適用されることとなりますので、併せてお知らせ致します。 

 

以上 

 


